
１ 当初予算（要求）額（千円）

３ 事業概要
財政的・技術的な問題から下水道に着手できない過疎町村に代わって下水道整備

を促進するため、下水道事業（根幹的施設の建設）を実施する。

４ 施策の効果
〈過疎代行事業の状況〉

平成１３年度に根尾村、上之保村、荘川村、久々野町の事業が完了し供用開始し
ています。

平成１４年度には、朝日村の事業が完了し供用開始します。

５ 要求の内容
対象町村 ３町村 上矢作町、小坂町、白川村

６ 用語の解説

所 属 基盤整備部 上下水道課

担当(係)名 公共下水道 内 線 ３１５７

（款）８土木費 （項）５都市計画費 （目）(5)下水道事業費

（明細書事業名)○過疎代行事業費
下水道過疎代行事業

１，４６８，０００

２ 当初予算（決定）額（千円） 【財源内訳】

８０６，０００ 国 庫
422,200

県 債
147,000

一般財源
165

その他
236,635（前年度１，４２４，２００）

年度 町村数 事 業 費 （千円）

１０ ９ ３，００９，２００

１１ ９ ２，６７９，４００

１２ ８ ２，９５７，４００

１３ ８ １，８５０，４００

１４ ４ １，３０５，２００

過疎代行事業 過疎地域に指定された市町村が実施する公共下水道のうち、過
疎町村に対する財政的及び技術的支援を図るため、都道府県が
市町村に代わって行うことができる「過疎地域活性化特別措置
法」が改正され、平成３年度から県による過疎町村の下水道建
設事業の代行が可能となった。
また、平成７年度から指定要件が緩和され、さらに平成９年度
からは水質保全をより一層図るべき地域要件を追加するなど、
対象範囲が拡大された。
平成１２年度からは、従前の法律に替わって「過疎地域自立促
進特別措置法」が制定され、旧法と同様の施策が継続可能とな
った。



７ 決定内容
決定額 ８０６，０００千円
※事業早期着工による事業促進のため、平成１４年度国補正予算６６２，０００千円

については、１５ヶ月予算の考え方により、１４年度３月補正に計上した。

１５ヶ月予算 経済情勢に配慮するため、１４年度補正予算と１５年度当初予
算を一体的に編成する予算


